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行政文書開示請求書の補正について

山中理司様

検事総長 畝本直

令和7年1月14日受付（受付第34号）の行政文書開示請求書について、行政

機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」 という。） 4条2項の規定に

基づき、下記のとおり、補正を求めるので、添付の補正書を提出してください。

記

1 開示を請求する行政文書について

貴殿が開示請求する「検察庁職員による職務上の過誤調べ（令和元年分から令

和5年分までのもの)」 と題する行政文書を探索した結果、当該文書は、最高検

察庁において作成・取得しておらず、保有しておりませんでした。

類似の文書として、最高検察庁監察指導課作成の令和元年から令和5年分まで

の「職務上の過誤について」 と題する文書については最高検察庁で保有していま

す。

そのため、本件開示請求において、前記「職務上の過誤について」を求めると

いうことであれば、補正書にてその旨回答してください。

また、これ以外の行政文書を求める趣旨であれば、開示請求に係る行政文書を

特定するため、検察庁職員による職務上の過誤についてどのような行政文書を請

求されるのか、補正書にて回答してください。

2補正書の提出期限

令和7年2月18日 （火）

3添付書類

補正書

＊担当課等 最高検察庁総務部企画調査課（担当者名:尾形) Ti'L:03-3592-5611 (内線:3294)



補正書

令和年 月 日

検事総長殿

(住所）

(氏名）

令和7年2月4日付け最高検企第65号をもって補正を求められた事項につい

て、下記のとおり補正します。

※下記の該当する項目に回してください。

記

口開示請求する行政文書の名称等を「職務上の過誤について（令和元年分から令

和5年分までのもの)」に補正します。

口開示を請求する行政文書の名称等については、以下のとおり戸す（開示請求に
係る行政文書が特定できるよう簡潔に記載してください｡)。

□その他
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